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別添３ 

 

建設業における時間外労働・休日労働に関する協定届の種類 

 

協定の期間の始期

（最初の日） 

限度時間（※）を超えて時間外・休日労働を

行わせるか 
様式 

令和６年３月 31 日

まで 

行わせない 
様式第９号 又は 

様式第９号の４ 

行わせる 
様式第９号の２ 又は 

様式第９号の４ 

令和６年４月１日

以降 

災害時の復旧・復興の

対応を含むか 

限度時間（※）を超

えて時間外・休日労

働を行わせるか 

様式 

含まない 

行わせない 様式第９号 

行わせる 様式第９号の２ 

含む 

行わせない 様式第９号の３の２ 

行わせる 様式第９号の３の３ 

このほかに、事業場外労働に関する協定の内容を付記して届け出る様式、労使委員会の決

議届として届け出る様式、労働時間等設定改善委員会の決議届として届け出る様式があり

ます。 

※ 限度時間 

１か月について 45 時間及び１年について 360 時間（対象期間が３か月を超える期間の

１年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、１か月について 42 時間及び１年間

について 320時間） 

 




